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○　

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
八
条
関
係
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

※　

「
現
行
」
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
七
条
に
よ
る

改
正
後
の
も
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

改　
　

正　
　

案

現　
　
　
　
　

行

（
免
許
の
申
請
） 

（
免
許
の
申
請
） 

第
四
条　

第
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
二
以
上
の
都
道
府
県
の

第
四
条　

第
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
二
以
上
の
都
道
府
県
の

区
域
内
に
事
務
所
を
設
置
し
て
そ
の
事
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
国
土

区
域
内
に
事
務
所
を
設
置
し
て
そ
の
事
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
国
土

交
通
大
臣
に
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
の
み
事
務
所
を
設
置
し
て
そ
の
事
業
を

交
通
大
臣
に
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
の
み
事
務
所
を
設
置
し
て
そ
の
事
業
を

営
も
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知

営
も
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知

事
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
免
許
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
免
許
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

。 

一
～
四　

（
略
） 

一
～
四　

（
略
） 

五　

前
号
の
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
者
（

五　

前
号
の
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
者
（

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
氏
名 

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
第
八
条
第
二
項

 

第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名 

六　

（
略
）

六　

（
略
）

２　

前
項
の
免
許
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

２　

前
項
の
免
許
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

な
い
。 

一　

（
略
） 

一　

（
略
） 

二　

次
条
第
一
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面 

二　

第
五
条
第
一
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面 

三　

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
類
及
び
政

（
新
設
） 
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令
で
定
め
る
使
用
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
類 

 

四　

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
類
及
び
政
令

（
新
設
） 

で
定
め
る
使
用
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
類 

 

五　

（
略
） 

三　

（
略
） 

六　

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
直
前
一
年
の
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び

（
新
設
） 

損
益
計
算
書 

 

七　

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
資
産
の
状
況
を
示
す
書
面 

（
新
設
） 

八　

（
略
）

四　

（
略
）

（
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
） 

（
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
） 

第
八
条　

（
略
）

第
八
条　

（
略
）

２　

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
に
、
国
土
交

２　

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
に
、
国
土
交

通
大
臣
に
あ
つ
て
は
そ
の
免
許
を
受
け
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ

通
大
臣
に
あ
つ
て
は
そ
の
免
許
を
受
け
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ

る
事
項
を
、
都
道
府
県
知
事
に
あ
つ
て
は
そ
の
免
許
を
受
け
た
宅
地
建
物
取
引
業
者

る
事
項
を
、
都
道
府
県
知
事
に
あ
つ
て
は
そ
の
免
許
を
受
け
た
宅
地
建
物
取
引
業
者

及
び
国
土
交
通
大
臣
の
免
許
を
受
け
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
で
当
該
都
道
府
県
の
区

及
び
国
土
交
通
大
臣
の
免
許
を
受
け
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
で
当
該
都
道
府
県
の
区

域
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
も
の
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
載
し
な
け

域
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
も
の
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

（
略
） 

一　

（
略
） 

二　

第
四
条
第
一
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項 
二　

商
号
又
は
名
称 

（
削
る
） 

三　

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名
及
び
政
令
で
定
め
る
使
用

 

人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名 

（
削
る
） 

四　

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
政
令
で
定
め
る
使
用
人

 

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名 
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（
削
る
） 

五　

事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

（
削
る
） 

六　

前
号
の
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
者
の

 

氏
名 

三　

（
略
） 

七　

（
略
） 

四　

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
処
分

（
新
設
） 

の
年
月
日
及
び
内
容 

 

（
削
る
）

八　

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

（
変
更
の
届
出
） 

（
変
更
の
届
出
） 

第
九
条　

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

第
九
条　

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
前
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
と

事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
と
こ

こ
ろ
に
よ
り
、
三
十
日
以
内
に
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
そ

ろ
に
よ
り
、
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
そ
の
免
許
を
受
け
た
国
土
交
通
大
臣
又
は

の
免
許
を
受
け
た
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

い
。

２　

第
四
条
第
二
項
（
第
一
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

（
新
設
）

て
同
じ
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
既
に
国

土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
て
い
る
同
条
第
二
項
の
書
類
の
内
容

に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
の
閲
覧
） 

（
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
の
閲
覧
） 

第
十
条　

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

第
十
条　

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
並
び
に
第
四
条
第
二
項
第
一
号
、
同
項
第
三
号

に
よ
り
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
並
び
に
免
許
の
申
請
及
び
前
条
の
届
出
に
係
る

か
ら
第
五
号
ま
で
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第

書
類
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
を
一
般
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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四
条
第
二
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
七
十
八
条
の
三
第
一
項
に
お

い
て
「
特
定
書
類
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
を
一
般
の
閲
覧
に
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
可
の
基
準
等
） 

（
認
可
の
基
準
等
） 

第
五
十
条
の
二
の
三　

（
略
）

第
五
十
条
の
二
の
三　

（
略
）

２　

（
略
）

２　

（
略
）

３　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
し
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な

３　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当

く
、
そ
の
旨
及
び
当
該
認
可
の
年
月
日
を
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
国
土
交
通

該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

大
臣
の
免
許
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
都
道
府
県
知
事
に
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
都
道
府
県
知
事
に
、
そ
れ
ぞ
れ
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
指
示
及
び
業
務
の
停
止
） 

（
指
示
及
び
業
務
の
停
止
） 

第
六
十
五
条　

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
免
許
（
第
五
十
条
の
二

第
六
十
五
条　

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
免
許
（
第
五
十
条
の
二

第
一
項
の
認
可
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
宅
地
建
物
取
引
業
者

第
一
項
の
認
可
を
含
む
。
次
項
及
び
第
七
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
又
は
こ
の
法
律
の
規
定
若
し
く
は
特
定

た
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
又
は
こ
の
法
律

住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十

の
規
定
若
し
く
は
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平

六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
履
行
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
若

成
十
九
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
履
行
確
保
法
」
と
い
う
。

し
く
は
第
六
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
履

）
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
、
第
十
五

行
確
保
法
第
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
履
行
確
保
法
第
七
条
第
一
項

条
第
一
項
若
し
く
は
履
行
確
保
法
第
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
履
行

若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た

確
保
法
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
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場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
対
し
て
、
必
要
な
指
示
を
す
る
こ

項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
対
し
て
、

と
が
で
き
る
。 

必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
四　

（
略
）

一
～
四　

（
略
）

２
～
４　

（
略
）

２
～
４　

（
略
）

（
監
督
処
分
の
公
告
等
） 

（
監
督
処
分
の
公
告
等
） 

第
七
十
条　

（
略
）

第
七
十
条　

（
略
）

２　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
六
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
十
七
条
の

２　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
第
五
十
条
の
二

二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、

第
一
項
の
認
可
に
係
る
処
分
に
限
る
。
）
又
は
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は

当
該
処
分
の
年
月
日
及
び
内
容
（
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
認
可
宅
地
建
物
取
引
業

し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
）
を
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
国
土
交
通
大

者
が
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

臣
の
免
許
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
都
道
府
県
知
事
に
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
都
道
府
県
知
事
に
、
そ
れ
ぞ
れ
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３　

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し

３　

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
処
分
の
年
月
日
及
び
内
容
を
、
当
該
宅
地
建
物
取
引

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
国
土
交
通
大
臣

業
者
が
国
土
交
通
大
臣
の
免
許
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
国
土
交
通
大
臣
に
報

の
免
許
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
し
、
当
該
宅
地
建
物

告
し
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
他
の
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受
け
た
も
の
で

取
引
業
者
が
他
の
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
他
の

あ
る
と
き
は
当
該
他
の
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

（
新
設
）

当
該
処
分
の
年
月
日
及
び
内
容
を
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
報
告
を
し
た
都
道
府
県
知
事
を
除
く
。
）
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に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

（
略
）

４　

（
略
）

（
都
道
府
県
知
事
へ
の
免
許
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
） 

（
都
道
府
県
知
事
へ
の
書
類
の
写
し
の
送
付
等
） 

第
七
十
八
条
の
三　

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号

第
七
十
八
条
の
三　

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
事
項
及
び
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
第
四
条
第
一
項
の
免
許
申

に
定
め
る
書
類
の
写
し
を
、
遅
滞
な
く
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の

請
書
又
は
第
九
条
第
一
項
の
届
出
書
に
添
付
さ
れ
た
特
定
書
類
の
写
し
を
、
遅
滞
な

所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

く
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

 

に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一　

第
三
条
第
一
項
の
免
許
を
し
た
場
合　

そ
の
免
許
を
受
け
た
宅
地
建
物
取
引
業

一　

第
三
条
第
一
項
の
免
許
を
し
た
場
合　

第
四
条
第
一
項
の
免
許
申
請
書
及
び
同

者
に
関
す
る
第
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項 

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類 

二　

第
九
条
第
一
項
の
届
出
書
を
受
理
し
た
場
合　

当
該
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
事

二　

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
場
合　

当
該
届
出
に
係
る
書
類

項
（
第
四
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

２　

（
略
）

２　

（
略
）
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	※　「現行」は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十九号）第四条（附則第一条第四号に掲げる規定に限る。）及び地域の自主性
	改　　正　　案現　　　　　行
	（建築物に関する中間検査）
	第七条の三　（略）第七条の三　（略）
	２～５　（略）２～５　（略）
	６　第一項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工６　第一項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工
	程後の工程及び特定行政庁が同項第二号の指定と併せて指定する特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第二号の指定と併せて指定する特定工
	程後の工程（第十八条第三十一項及び第三十五項において「特定工程後程後の工程（第十八条第二十二項において「特定工程後の工程」と総称
	の工程」と総称する。）に係る工事は、前項の規定による当該特定工程する。）に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査
	に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工しては合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
	ならない。
	７・８　（略）７・８　（略）
	（検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限）
	第七条の六　第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合第七条の六　第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合
	又はこれらの建築物（共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を又はこれらの建築物（共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を
	除く。）の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の除く。）の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の
	工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラ工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラ
	ーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若ーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若
	しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事（政令で定める軽易なしくは防火区画で政令で定めるものに関する工事（政令で定める軽易な
	工事を除く。以下この項、第十八条第三十八項及び第九十条の三におい工事を除く。以下この項、第十八条第二十四項及び第九十条の三におい
	て「避難施設等に関する工事」という。）を含むものをする場合において「避難施設等に関する工事」という。）を含むものをする場合におい
	ては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けたては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた
	後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事
	に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならなに係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならな
	い。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付い。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付
	を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、
	又は使用させることができる。
	一～三　（略）一～三　（略）
	２～４　（略）２～４　（略）
	（国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査（国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査
	又は是正措置に関する手続の特例）
	第十八条　国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の第十八条　国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の
	敷地については、第六条から第七条の六まで、第九条から第九条の三ま敷地については、第六条から第七条の六まで、第九条から第九条の三ま
	で、第十条及び第九十条の二の規定は、適用しない。この場合においてで、第十条及び第九十条の二の規定は、適用しない。この場合において
	は、次項から第四十一項までの規定に定めるところによる。は、次項から第二十五項までの規定に定めるところによる。
	２　（略）２　（略）
	３　建築主事等は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に３　建築主事等は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に
	定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定（第定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定（第
	六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の
	修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築につ修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築につ
	いて通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用さいて通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用さ
	れる第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項、次項、第れる第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項及び第十四
	十五項、第十六項及び第十九項において同じ。）に適合するかどうかを項において同じ。）に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づい
	審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認て、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした
	めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付し国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。
	なければならない。
	４　国の機関の長等が第二項の規定による通知をしなければならない場合（新設）
	において、国の機関の長等が同項の計画を当該計画に係る工事に着手す
	る前に第六条の二第一項の規定による指定を受けた者に通知したときは
	、当該者は、当該計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し
	、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたと
	きは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなけれ
	ばならない。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
	５　国の機関の長等は、前二項の場合において、第二項又は前項の通知に４　国の機関の長等は、第二項の場合において、同項の通知に係る建築物
	係る建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかど
	合するかどうかの審査（以下この項において「審査」という。）を要すうかの前項に規定する審査を要するものであるときは、当該建築物の計
	るものであるときは、当該建築物の計画を都道府県知事に通知し、構造画を都道府県知事に通知し、構造計算適合性判定を求めなければならな
	計算適合性判定を求めなければならない。ただし、当該建築物の計画にい。ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準（第二十条第一項第
	係る審査が、特定構造計算基準のうち第二十条第一項第二号イの政令で二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法に
	定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつよるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち前
	て確かめられる安全性を有することに係る部分であつて審査が比較的容項に規定する審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに
	易にできるものとして政令で定めるもの又は特定増改築構造計算基準の限る。）又は特定増改築構造計算基準（同項に規定する審査が比較的容
	うち審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに適合する易にできるものとして政令で定めるものに限る。）に適合するかどうか
	かどうかの審査である場合において、当該審査を構造計算に関する高度を第六条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める要件を備える者で
	の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備ある建築主事等が前項に規定する審査をする場合は、この限りでない。
	える者である建築主事等がするとき又は第六条の二第一項の規定による
	指定を受けた者が当該要件を備える者である第七十七条の二十四第一項
	の確認検査員若しくは副確認検査員にさせるときは、この限りでない。
	６　（略）５　（略）
	７　都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第五項の構６　都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第四項の構
	造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構
	造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くも造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くも
	のとする。のとする。
	８　都道府県知事は、第五項の通知を受けた場合においては、その通知を７　都道府県知事は、第四項の通知を受けた場合においては、その通知を
	受けた日から十四日以内に、当該通知に係る構造計算適合性判定の結果受けた日から十四日以内に、当該通知に係る構造計算適合性判定の結果
	を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に交付しなければなを記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に交付しなければな
	らない。らない。
	９　都道府県知事は、前項の場合（第五項の通知に係る建築物の計画が特８　都道府県知事は、前項の場合（第四項の通知に係る建築物の計画が特
	定構造計算基準（第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた定構造計算基準（第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた
	構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全
	性を有することに係る部分に限る。）に適合するかどうかの判定を求め性を有することに係る部分に限る。）に適合するかどうかの判定を求め
	られた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。）において、前項られた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。）において、前項
	の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の通知書を交付するこの期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の通知書を交付するこ
	とができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、とができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、
	同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及び同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及び
	その延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同その延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同
	項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない
	。。
	10　都道府県知事は、第八項の場合において、第五項の通知の記載によつ９　都道府県知事は、第七項の場合において、第四項の通知の記載によつ
	ては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準ては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準
	に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときはに適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは
	、その旨及びその理由を記載した通知書を第八項の期間（前項の規定に、その旨及びその理由を記載した通知書を第七項の期間（前項の規定に
	より第八項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間）内により第七項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間）内に
	当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
	11　国の機関の長等は、第八項の規定により同項の通知書の交付を受けた10　国の機関の長等は、第七項の規定により同項の通知書の交付を受けた
	場合において、当該通知書が適合判定通知書であるときは、第三項又は場合において、当該通知書が適合判定通知書であるときは、第三項の規
	第四項の規定による審査をする建築主事等又は第六条の二第一項の規定定による審査をする建築主事等に、当該適合判定通知書又はその写しを
	による指定を受けた者に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しな提出しなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る第十四項の
	ければならない。ただし、当該建築物の計画に係る第十五項又は第十六通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。
	項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。
	12　前項の場合において、同項の規定による適合判定通知書又はその写し11　国の機関の長等は、前項の場合において、第三項の期間（第十三項の
	の建築主事等への提出は、第三項の期間（第十四項の規定により第三項規定により第三項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期
	の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間）の末日の三日間）の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該
	前までにしなければならない。建築主事等に提出しなければならない。
	13　建築主事等又は第六条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第12　建築主事等は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の
	三項又は第四項の場合において、第二項又は第四項の通知に係る建築物計画が第四項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、当該通
	の計画が第五項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、当該知をした国の機関の長等から第十項の適合判定通知書又はその写しの提
	通知をした国の機関の長等から第十一項の適合判定通知書又はその写し出を受けた場合に限り、第三項の確認済証を交付することができる。
	の提出を受けた場合に限り、第三項又は第四項の確認済証を交付するこ
	とができる。
	14・15　（略）13・14　（略）
	16　第六条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の場合にお（新設）
	いて、同項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しない
	ことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定す
	ることができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるとこ
	ろにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした国の
	機関の長等に交付しなければならない。
	17　第二項又は第四項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は大規15　第二項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替
	模の模様替の工事は、第三項又は第四項の確認済証の交付を受けた後での工事は、第三項の確認済証の交付を受けた後でなければすることがで
	なければすることができない。きない。
	18　第六条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の確認済証（新設）
	又は第十六項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間
	内に、国土交通省令で定めるところにより、審査報告書を作成し、当該
	確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省
	令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない
	。
	19　特定行政庁は、前項の規定による審査報告書の提出を受けた場合にお（新設）
	いて、第四項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規
	定に適合しないと認めるときは、国の機関の長等及び当該確認済証を交
	付した第六条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知し
	なければならない。
	20　国の機関の長等は、第十七項の工事を完了した場合においては、その16　国の機関の長等は、当該工事を完了した場合においては、その旨を、
	旨を、工事が完了した日から四日以内に到達するように、建築主事等（工事が完了した日から四日以内に到達するように、建築主事等（当該工
	当該工事が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事。事が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事。第十九
	第二十八項において同じ。）に通知しなければならない。項において同じ。）に通知しなければならない。
	21・22　（略）17・18　（略）
	23　第二十項の規定は、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が（新設）
	、第十七項の工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に
	係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの
	検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了し
	たときについては、適用しない。
	24　第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による（新設）
	検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、そ
	の旨を証する書面を国の機関の長等に交付しなければならない。
	25　第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第二十三項の規定（新設）
	による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第十七
	項の工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い
	日から七日以内に、第二十三項の検査をしなければならない。
	26　第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第二十三項の検査（新設）
	をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認
	めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対
	して検査済証を交付しなければならない。
	27　第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第二十三項の検査（新設）
	をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定める
	ところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及び
	その敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政
	庁に提出しなければならない。
	28　国の機関の長等は、第十七項の工事が特定工程を含む場合において、19　国の機関の長等は、当該工事が特定工程を含む場合において、当該特
	当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、その旨を、その日定工程に係る工事を終えたときは、その都度、その旨を、その日から四
	から四日以内に到達するように、建築主事等に通知しなければならない日以内に到達するように、建築主事等に通知しなければならない。
	。
	29～31　（略）20～22　（略）
	32　第二十八項及び前項の規定は、第十七項の工事が特定工程を含む場合（新設）
	において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工
	程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工さ
	れた工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合す
	るかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日が経過する日までに引
	き受けたときについては、適用しない。
	33　第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による（新設）
	検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、そ
	の旨を証する書面を国の機関の長等に交付しなければならない。
	34　第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第三十二項の検査（新設）
	をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係
	規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところによ
	り、国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付
	しなければならない。
	35　第三十二項の規定による検査に係る特定工程後の工程に係る工事は、（新設）
	前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後
	でなければ、これを施工してはならない。
	36　第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第三十二項の検査（新設）
	をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定める
	ところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建
	築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁
	に提出しなければならない。
	37　検査実施者又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第23　検査実施者は、第二十項の規定による検査において建築基準関係規定
	二十九項又は第三十二項の規定による検査において建築基準関係規定にに適合することを認められた工事中の建築物等について、第十七項又は
	適合することを認められた工事中の建築物等について、第二十一項、第第二十項の規定による検査をするときは、同項の規定による検査におい
	二十三項、第二十九項又は第三十二項の規定による検査をするときは、て建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその
	第二十九項又は第三十二項の規定による検査において建築基準関係規定敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。
	に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、第
	二十一項、第二十三項、第二十九項又は第三十二項の規定による検査を
	することを要しない。
	38　第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれ24　第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれ
	らの建築物（共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。）らの建築物（共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。）
	の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避
	難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、第二十二項又難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、第十八項の検
	は第二十六項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避
	建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又
	部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれは使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合
	かに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建
	当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
	一　（略）
	二　建築主事等（当該建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその二　建築主事等（当該建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその
	部分に該当する場合にあつては、建築主事）又は第七条の二第一項の部分に該当する場合にあつては、建築主事）が、安全上、防火上及び
	規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がない避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合してい
	ものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとることを認めたとき。
	き。
	三　第二十項の規定による通知をした日（第七条の二第一項の規定によ三　第十六項の規定による通知をした日から七日を経過したとき。
	る指定を受けた者が第二十三項の規定による検査の引受けを行つた場
	合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検
	査の引受けを行つた日のいずれか遅い日）から七日を経過したとき。
	39　第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項第二号の規定（新設）
	による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省
	令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定によ
	る認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これ
	を特定行政庁に提出しなければならない。
	40　特定行政庁は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場（新設）
	合において、第三十八項第二号の規定による認定を受けた建築物が同号
	の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、国の機関の
	長等及び当該認定を行つた第七条の二第一項の規定による指定を受けた
	者にその旨を通知しなければならない。
	41　（略）25　（略）
	（指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施）
	第十八条の二　都道府県知事は、第七十七条の三十五の二から第七十七条第十八条の二　都道府県知事は、第七十七条の三十五の二から第七十七条
	の三十五の五までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府の三十五の五までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府
	県知事が指定する者に、第六条の三第一項及び前条第五項の構造計算適県知事が指定する者に、第六条の三第一項及び前条第四項の構造計算適
	合性判定の全部又は一部を行わせることができる。合性判定の全部又は一部を行わせることができる。
	２・３　（略）２・３　（略）
	４　第一項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合４　第一項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合
	における第六条の三第一項及び第三項から第六項まで並びに前条第五項における第六条の三第一項及び第三項から第六項まで並びに前条第四項
	及び第七項から第十項までの規定の適用については、これらの規定中「及び第六項から第九項までの規定の適用については、これらの規定中「
	都道府県知事」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による指定を都道府県知事」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による指定を
	受けた者」とする。受けた者」とする。
	（確認審査等に関する指針等）
	第十八条の三　国土交通大臣は、第六条第四項並びに第十八条第三項及び第十八条の三　国土交通大臣は、第六条第四項及び第十八条第三項（これ
	第四項（これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八らの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項
	十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。）に規定する審及び第二項において準用する場合を含む。）に規定する審査、第六条の
	査、第六条の二第一項（第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八二第一項（第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項
	十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。）の規定による及び第二項において準用する場合を含む。）の規定による確認のための
	確認のための審査、第六条の三第一項及び第十八条第五項に規定する構審査、第六条の三第一項及び第十八条第四項に規定する構造計算適合性
	造計算適合性判定、第七条第四項、第七条の二第一項並びに第十八条第判定、第七条第四項、第七条の二第一項及び第十八条第十七項（これら
	二十一項及び第二十三項（これらの規定を第八十七条の四並びに第八十の規定を第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準
	八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。）の規定による検用する場合を含む。）の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七
	査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項並びに第十八条第二十九条の四第一項及び第十八条第二十項（これらの規定を第八十七条の四及
	項及び第三十二項（これらの規定を第八十七条の四及び第八十八条第一び第八十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定による検査
	項において準用する場合を含む。）の規定による検査（以下この条及び（以下この条及び第七十七条の六十二第二項第三号において「確認審査
	第七十七条の六十二第二項第三号において「確認審査等」という。）の等」という。）の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関
	公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなする指針を定めなければならない。
	ければならない。
	２・３　（略）２・３　（略）
	（認証型式部材等に関する確認及び検査の特例）
	第六十八条の二十　認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型第六十八条の二十　認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型
	式部材等（以下この章において「認証型式部材等」という。）は、第六式部材等（以下この章において「認証型式部材等」という。）は、第六
	条第四項に規定する審査、第六条の二第一項の規定による確認のための条第四項に規定する審査、第六条の二第一項の規定による確認のための
	審査又は第十八条第三項若しくは第四項に規定する審査において、その審査又は第十八条第三項に規定する審査において、その認証に係る型式
	認証に係る型式に適合するものとみなす。に適合するものとみなす。
	２　建築物以外の認証型式部材等で前条第一項の表示を付したもの及び建２　建築物以外の認証型式部材等で前条第一項の表示を付したもの及び建
	築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めると築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めると
	ころにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおり実施されころにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおり実施され
	たことが確認されたものは、第七条第四項、第七条の二第一項、第七条たことが確認されたものは、第七条第四項、第七条の二第一項、第七条
	の三第四項、第七条の四第一項又は第十八条第二十一項、第二十三項、の三第四項、第七条の四第一項又は第十八条第十七項若しくは第二十項
	第二十九項若しくは第三十二項の規定による検査において、その認証にの規定による検査において、その認証に係る型式に適合するものとみな
	係る型式に適合するものとみなす。す。
	（指定）
	第七十七条の十八　第六条の二第一項（第八十七条第一項、第八十七条の第七十七条の十八　第六条の二第一項（第八十七条第一項、第八十七条の
	四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。
	以下この項において同じ。）又は第七条の二第一項（第八十七条の四又以下この項において同じ。）又は第七条の二第一項（第八十七条の四又
	は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下
	この項において同じ。）の規定による指定（以下この節において「指定この項において同じ。）の規定による指定（以下この節において単に「
	」という。）は、第六条の二第一項の規定による確認及び第十八条第四指定」という。）は、第六条の二第一項の規定による確認又は第七条の
	項（第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは二第一項及び第七条の四第一項（第八十七条の四又は第八十八条第一項
	第二項において準用する場合を含む。）の規定による審査又は第七条のにおいて準用する場合を含む。）の検査並びに第七条の六第一項第二号
	二第一項、第七条の四第一項（第八十七条の四又は第八十八条第一項に（第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用す
	おいて準用する場合を含む。）、第十八条第二十三項（第八十七条の四る場合を含む。）の規定による認定（以下「確認検査」という。）の業
	又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。）務を行おうとする者の申請により行う。
	及び第十八条第三十二項（第八十七条の四又は第八十八条第一項におい
	て準用する場合を含む。）の検査並びに第七条の六第一項第二号及び第
	十八条第三十八項第二号（これらの規定を第八十七条の四又は第八十八
	条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。）の規定による
	認定（以下「確認検査」という。）の業務を行おうとする者の申請によ
	り行う。
	２・３　（略）２・３　（略）
	（指定の基準）
	第七十七条の二十　国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に第七十七条の二十　国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に
	掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはなら掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはなら
	ない。
	一～五　（略）
	六　その者又はその者の親会社等が第七十七条の三十五の五第一項の指六　その者又はその者の親会社等が第七十七条の三十五の五第一項の指
	定構造計算適合性判定機関である場合には、当該指定構造計算適合性定構造計算適合性判定機関である場合には、当該指定構造計算適合性
	判定機関に対してされた第十八条の二第四項の規定により読み替えて判定機関に対してされた第十八条の二第四項の規定により読み替えて
	適用される第六条の三第一項又は第十八条第五項の規定による構造計適用される第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請
	算適合性判定の申請又は求めに係る建築物の計画について、第六条のに係る建築物の計画について、第六条の二第一項の規定による確認を
	二第一項の規定による確認又は第十八条第四項の規定による審査をししないものであること。
	ないものであること。
	七・八　（略）七・八　（略）
	（報告、検査等）
	第七十七条の三十一　（略）第七十七条の三十一　（略）
	２　特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事等が確認その他の建２　特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事等が第六条第一項の
	築基準法令の規定による処分をする権限を有する建築物の確認検査の適規定による確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確
	正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関
	確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他
	、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができるの物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
	。
	３～５　（略）３～５　（略）
	（指定の取消し等）
	第七十七条の三十五　（略）第七十七条の三十五　（略）
	２　国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のい２　国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のい
	ずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認ずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認
	検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
	一　第六条の二第四項若しくは第五項（これらの規定を第八十七条第一一　第六条の二第四項若しくは第五項（これらの規定を第八十七条第一
	項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準
	用する場合を含む。）、第七条の二第三項から第六項まで（これらの用する場合を含む。）、第七条の二第三項から第六項まで（これらの
	規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において
	準用する場合を含む。）、第七条の四第二項、第三項若しくは第六項準用する場合を含む。）、第七条の四第二項、第三項若しくは第六項
	（これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用（これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用
	する場合を含む。）、第七条の六第三項（第八十七条の四又は第八十する場合を含む。）、第七条の六第三項（第八十七条の四又は第八十
	八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。）、第十八八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。）、第十八
	条第十六項若しくは第十八項（これらの規定を第八十七条第一項、第条の三第三項、第七十七条の二十一第二項、第七十七条の二十二第一
	八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する項若しくは第二項、第七十七条の二十四第一項から第四項まで、第七
	場合を含む。）、第十八条第二十四項から第二十七項まで（これらの十七条の二十六、第七十七条の二十八から第七十七条の二十九の二ま
	規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項においてで又は前条第一項の規定に違反したとき。
	準用する場合を含む。）、第十八条第三十三項、第三十四項若しくは
	第三十六項（これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項に
	おいて準用する場合を含む。）、第十八条第三十九項（第八十七条の
	四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む
	。）、第十八条の三第三項、第七十七条の二十一第二項、第七十七条
	の二十二第一項若しくは第二項、第七十七条の二十四第一項から第四
	項まで、第七十七条の二十六、第七十七条の二十八から第七十七条の
	二十九の二まで又は前条第一項の規定に違反したとき。
	二～六　（略）二～六　（略）
	３　（略）３　（略）
	（指定の基準）
	第七十七条の三十五の四　国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請第七十七条の三十五の四　国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請
	が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてが次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をして
	はならない。
	一～五　（略）
	六　その者又はその者の親会社等が指定確認検査機関である場合には、六　その者又はその者の親会社等が指定確認検査機関である場合には、
	当該指定確認検査機関に対してされた第六条の二第一項の規定による当該指定確認検査機関に対してされた第六条の二第一項の規定による
	確認の申請又は第十八条第四項の規定による通知に係る建築物の計画確認の申請に係る建築物の計画について、第十八条の二第四項の規定
	について、第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第により読み替えて適用される第六条の三第一項の規定による構造計算
	六条の三第一項又は第十八条第五項の規定による構造計算適合性判定適合性判定を行わないものであること。
	を行わないものであること。
	七・八　（略）七・八　（略）
	（指定の取消し等）
	第七十七条の三十五の十九　（略）第七十七条の三十五の十九　（略）
	２　国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関が次２　国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関が次
	の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間をの各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を
	定めて構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ定めて構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ
	とができる。
	一　第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第六条の三一　第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第六条の三
	第四項から第六項まで若しくは第十八条第八項から第十項までの規定第四項から第六項まで若しくは第十八条第七項から第九項までの規定
	又は第十八条の三第三項、第七十七条の三十五の五第二項、第七十七又は第十八条の三第三項、第七十七条の三十五の五第二項、第七十七
	条の三十五の六第一項、第七十七条の三十五の八第二項若しくは第三条の三十五の六第一項、第七十七条の三十五の八第二項若しくは第三
	項、第七十七条の三十五の九第一項から第三項まで、第七十七条の三項、第七十七条の三十五の九第一項から第三項まで、第七十七条の三
	十五の十一、第七十七条の三十五の十三から第七十七条の三十五の十十五の十一、第七十七条の三十五の十三から第七十七条の三十五の十
	五まで若しくは前条第一項の規定に違反したとき。
	二～六　（略）二～六　（略）
	３　（略）３　（略）
	（仮設建築物に対する制限の緩和）
	第八十五条　（略）第八十五条　（略）
	２　災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類２　災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類
	する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するためする公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するため
	に現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建に現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建
	築物については、第六条から第七条の六まで、第十二条第一項から第四築物については、第六条から第七条の六まで、第十二条第一項から第四
	項まで、第十五条、第十八条（第四十一項を除く。）、第十九条、第二項まで、第十五条、第十八条（第二十五項を除く。）、第十九条、第二
	十一条から第二十三条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第十一条から第二十三条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第
	三十四条第二項、第三十五条、第三十六条（第十九条、第二十一条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条（第十九条、第二十一条、第
	二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三十五条二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三十五条
	に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定並に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定並
	びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内
	にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十二にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十二
	条の規定の適用があるものとする。条の規定の適用があるものとする。
	３～８　（略）３～８　（略）
	（用途の変更に対するこの法律の準用）
	第八十七条　建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物の第八十七条　建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物の
	いずれかとする場合（当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互いずれかとする場合（当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互
	間におけるものである場合を除く。）においては、同条（第三項、第五間におけるものである場合を除く。）においては、同条（第三項、第五
	項及び第六項を除く。）、第六条の二（第三項を除く。）、第六条の四項及び第六項を除く。）、第六条の二（第三項を除く。）、第六条の四
	（第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条第一（第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条第一
	項並びに第十八条第一項から第四項まで及び第十五項から第二十項まで項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十四項から第十六項まで
	の規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事等のの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事等の
	検査（建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係る検査（建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係る
	ものに限る。第七条の三第一項において同じ。）を申請しなければならものに限る。第七条の三第一項において同じ。）を申請しなければなら
	ない」とあるのは、「建築主事等（当該用途の変更が大規模建築物に係ない」とあるのは、「建築主事等（当該用途の変更が大規模建築物に係
	るものである場合にあつては、建築主事）に届け出なければならない」るものである場合にあつては、建築主事）に届け出なければならない」
	と読み替えるものとする。と読み替えるものとする。
	２～４　（略）２～４　（略）
	（建築設備への準用）
	第八十七条の四　政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項第八十七条の四　政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項
	第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項（第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項（
	第八十七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による確認又第八十七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による確認又
	は第十八条第二項（第八十七条第一項において準用する場合を含む。）は第十八条第二項（第八十七条第一項において準用する場合を含む。）
	の規定による通知を要する場合を除き、第六条（第三項、第五項及び第の規定による通知を要する場合を除き、第六条（第三項、第五項及び第
	六項を除く。）、第六条の二（第三項を除く。）、第六条の四（第一項六項を除く。）、第六条の二（第三項を除く。）、第六条の四（第一項
	第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条から第七条の第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条から第七条の
	四まで、第七条の五（第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係四まで、第七条の五（第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係
	る部分に限る。）、第七条の六、第十八条（第五項から第十四項まで及る部分に限る。）、第七条の六、第十八条（第四項から第十三項まで及
	び第四十一項を除く。）及び第八十九条から第九十条の三までの規定をび第二十五項を除く。）及び第八十九条から第九十条の三までの規定を
	準用する。この場合において、第六条第四項中「同項第一号から第三号準用する。この場合において、第六条第四項中「同項第一号から第三号
	までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第
	四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは
	、「その受理した日から七日以内に」と読み替えるものとする。、「その受理した日から七日以内に」と読み替えるものとする。
	（工作物への準用）
	第八十八条　煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物第八十八条　煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物
	で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他
	これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項において「昇これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項において「昇
	降機等」という。）については、第三条、第六条（第三項、第五項及び降機等」という。）については、第三条、第六条（第三項、第五項及び
	第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一
	項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては
	同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二（第三項を除く同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二（第三項を除く
	。）、第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る
	。）、第七条から第七条の四まで、第七条の五（第六条の四第一項第一。）、第七条から第七条の四まで、第七条の五（第六条の四第一項第一
	号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第八条から第十一条まで号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第八条から第十一条まで
	、第十二条第五項（第三号を除く。）及び第六項から第九項まで、第十、第十二条第五項（第三号を除く。）及び第六項から第九項まで、第十
	三条、第十五条の二、第十八条（第五項から第十四項まで及び第三十八三条、第十五条の二、第十八条（第四項から第十三項まで及び第二十四
	項から第四十項までを除く。）、第二十条、第二十八条の二（同条各号項を除く。）、第二十条、第二十八条の二（同条各号に掲げる基準のう
	に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第三十二ち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第三十二条、第三十三条、
	条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降機第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降機に係る部分に限る
	に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章の。）、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章の二（第六十八条の
	二（第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に
	認証型式部材等に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第二十係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第二十八条の二（同条第
	八条の二（同条第一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。）に一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。）に係る部分に限る。
	係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係る部分に限）、第八十六条の七第二項（第二十条に係る部分に限る。）、第八十六
	る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第一項、第三条の七第三項（第三十二条、第三十四条第一項、第三十六条（昇降機に
	十六条（昇降機に係る部分に限る。）及び第三十七条に係る部分に限る係る部分に限る。）及び第三十七条に係る部分に限る。）、前条、次条
	。）、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条
	条の六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及び第十八条第二
	及び第十八条第三十八項から第四十項までの規定を準用する。この場合十四項の規定を準用する。この場合において、第二十条第一項中「次の
	において、第二十条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」と
	それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基あるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。
	準」と読み替えるものとする。
	２　製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものにつ２　製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものにつ
	いては、第三条、第六条（第三項、第五項及び第六項を除くものとし、いては、第三条、第六条（第三項、第五項及び第六項を除くものとし、
	第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分
	に限る。）、第六条の二（第三項を除く。）、第七条、第七条の二、第に限る。）、第六条の二（第三項を除く。）、第七条、第七条の二、第
	七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項（第三号を除七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項（第三号を除
	く。）及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条く。）及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条
	（第五項から第十四項まで及び第二十八項から第三十七項までを除く。（第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項までを除く。）
	）、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の二
	二の二第四項、第六十条の三第三項、第六十八条の二第一項及び第五項の二第四項、第六十条の三第三項、第六十八条の二第一項及び第五項、
	、第六十八条の三第六項から第九項まで、第八十六条の七第一項（第四第六十八条の三第六項から第九項まで、第八十六条の七第一項（第四十
	十八条第一項から第十四項まで及び第五十一条に係る部分に限る。）、八条第一項から第十四項まで及び第五十一条に係る部分に限る。）、第
	第八十七条第二項（第四十八条第一項から第十四項まで、第四十九条か八十七条第二項（第四十八条第一項から第十四項まで、第四十九条から
	ら第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の二の二第四項、第第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の二の二第四項、第六
	六十条の三第三項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に十条の三第三項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限
	限る。）、第八十七条第三項（第四十八条第一項から第十四項まで、第る。）、第八十七条第三項（第四十八条第一項から第十四項まで、第四
	四十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る
	る。）、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の。）、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二
	二の規定を準用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中の規定を準用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「
	「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「
	「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるも敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるもの
	のとする。とする。
	３　第三条、第八条から第十一条まで、第十二条（第五項第三号を除く。３　第三条、第八条から第十一条まで、第十二条（第五項第三号を除く。
	）、第十二条の二、第十二条の三、第十三条、第十五条の二並びに第十）、第十二条の二、第十二条の三、第十三条、第十五条の二並びに第十
	八条第一項及び第四十一項の規定は、第六十四条に規定する工作物につ八条第一項及び第二十五項の規定は、第六十四条に規定する工作物につ
	いて準用する。いて準用する。
	４　第一項中第六条から第七条の五まで、第十八条（第一項及び第四十一４　第一項中第六条から第七条の五まで、第十八条（第一項及び第二十五
	項を除く。）及び次条に係る部分は、宅地造成及び特定盛土等規制法（項を除く。）及び次条に係る部分は、宅地造成及び特定盛土等規制法（
	昭和三十六年法律第百九十一号）第十二条第一項、第十六条第一項、第昭和三十六年法律第百九十一号）第十二条第一項、第十六条第一項、第
	三十条第一項若しくは第三十五条第一項、都市計画法第二十九条第一項三十条第一項若しくは第三十五条第一項、都市計画法第二十九条第一項
	若しくは第二項若しくは第三十五条の二第一項本文、特定都市河川浸水若しくは第二項若しくは第三十五条の二第一項本文、特定都市河川浸水
	被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第五十七条第一項若しくは第被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第五十七条第一項若しくは第
	六十二条第一項又は津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法六十二条第一項又は津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法
	律第百二十三号）第七十三条第一項若しくは第七十八条第一項の規定に律第百二十三号）第七十三条第一項若しくは第七十八条第一項の規定に
	よる許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。よる許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。
	（工事現場の危害の防止）
	第九十条　（略）第九十条　（略）
	２　（略）２　（略）
	３　第三条第二項及び第三項、第九条（第十三項及び第十四項を除く。）３　第三条第二項及び第三項、第九条（第十三項及び第十四項を除く。）
	、第九条の二、第九条の三（設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を、第九条の二、第九条の三（設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を
	除く。）並びに第十八条第一項及び第四十一項の規定は、第一項の工事除く。）並びに第十八条第一項及び第二十五項の規定は、第一項の工事
	の施工について準用する。の施工について準用する。
	（許可又は確認に関する消防長等の同意等）
	第九十三条　（略）第九十三条　（略）
	２・３　（略）２・３　（略）
	４　建築主事等又は指定確認検査機関は、第一項ただし書の場合において４　建築主事等又は指定確認検査機関は、第一項ただし書の場合において
	第六条第一項（第八十七条の四において準用する場合を含む。）の規定第六条第一項（第八十七条の四において準用する場合を含む。）の規定
	による確認申請書を受理したとき若しくは第六条の二第一項（第八十七による確認申請書を受理したとき若しくは第六条の二第一項（第八十七
	条の四において準用する場合を含む。）の規定による確認の申請を受け条の四において準用する場合を含む。）の規定による確認の申請を受け
	たとき又は第十八条第二項若しくは第四項（これらの規定を第八十七条たとき又は第十八条第二項（第八十七条第一項又は第八十七条の四にお
	第一項又は第八十七条の四において準用する場合を含む。）の規定によいて準用する場合を含む。）の規定による通知を受けた場合においては
	る通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所
	係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長に通在地を管轄する消防長又は消防署長に通知しなければならない。
	知しなければならない。
	５　建築主事等又は指定確認検査機関は、第三十一条第二項に規定する屎５　建築主事等又は指定確認検査機関は、第三十一条第二項に規定する屎
	尿浄化槽又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和四十尿浄化槽又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和四十
	五年法律第二十号）第二条第一項に規定する特定建築物に該当する建築五年法律第二十号）第二条第一項に規定する特定建築物に該当する建築
	物に関して、第六条第一項（第八十七条第一項において準用する場合を物に関して、第六条第一項（第八十七条第一項において準用する場合を
	含む。）の規定による確認の申請書を受理した場合、第六条の二第一項含む。）の規定による確認の申請書を受理した場合、第六条の二第一項
	（第八十七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による確認（第八十七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による確認
	の申請を受けた場合又は第十八条第二項若しくは第四項（これらの規定の申請を受けた場合又は第十八条第二項（第八十七条第一項において準
	を第八十七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による通知用する場合を含む。）の規定による通知を受けた場合においては、遅滞
	を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を
	築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければなら管轄する保健所長に通知しなければならない。
	ない。
	６　（略）６　（略）
	（不服申立て）
	第九十四条　建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事等若しくは第九十四条　建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事等若しくは
	建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性
	判定機関の処分又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法判定機関の処分又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法
	第四条第一号に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事第四条第一号に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事
	等若しくは建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町等若しくは建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町
	村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつて村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつて
	は当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について確認その他の建は当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について第六条第一項（
	築基準法令の規定による処分をする権限を有する建築主事等が置かれた第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二
	市町村又は都道府県の建築審査会に、指定構造計算適合性判定機関であ項において準用する場合を含む。）の規定による確認をする権限を有す
	る場合にあつては第十八条の二第一項の規定により当該指定構造計算適る建築主事等が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に、指定構造
	合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせた都道府県知事が統括計算適合性判定機関である場合にあつては第十八条の二第一項の規定に
	する都道府県の建築審査会に対してするものとする。この場合においてより当該指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わ
	、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為庁がせた都道府県知事が統括する都道府県の建築審査会に対してするものと
	、特定行政庁、建築主事等、建築監視員又は都道府県知事である場合にする。この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に
	あつては当該市町村の長又は都道府県知事に、指定確認検査機関である代えて、当該不作為庁が、特定行政庁、建築主事等、建築監視員又は都
	場合にあつては当該指定確認検査機関に、指定構造計算適合性判定機関道府県知事である場合にあつては当該市町村の長又は都道府県知事に、
	である場合にあつては当該指定構造計算適合性判定機関に対してするこ指定確認検査機関である場合にあつては当該指定確認検査機関に、指定
	ともできる。構造計算適合性判定機関である場合にあつては当該指定構造計算適合性
	判定機関に対してすることもできる。
	２～４　（略）２～４　（略）
	第百三条　次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処第百三条　次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処
	する。
	一　第六条の二第五項（第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十一　第六条の二第五項（第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十
	八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。）、第七条八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。）、第七条
	の二第六項（第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項にの二第六項（第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項に
	おいて準用する場合を含む。）、第七条の四第六項（第八十七条の四おいて準用する場合を含む。）、第七条の四第六項（第八十七条の四
	又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。）、第七条の六又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。）又は第七条の
	第三項（第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項におい六第三項（第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項にお
	て準用する場合を含む。）、第十八条第十八項（第八十七条第一項、いて準用する場合を含む。）の規定による報告書若しくは添付書類の
	第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用す提出をせず、又は虚偽の報告書若しくは添付書類の提出をした者
	る場合を含む。）、第十八条第二十七項（第八十七条の四又は第八十
	八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。）、第十八
	条第三十六項（第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用す
	る場合を含む。）又は第十八条第三十九項（第八十七条の四又は第八
	十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。）の規定
	による報告書若しくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書若し
	くは添付書類の提出をした者
	二～八　（略）二～八　（略）
	/
	○　宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）（抄）（第八条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（傍線部分は改正部分）
	改　　正　　案現　　　　　行
	（免許の申請）
	第四条　第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の第四条　第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の
	区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土
	交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を
	営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知
	事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない
	。
	一～四　（略）
	五　前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者（五　前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者（
	同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。）の氏名
	/
	六　（略）六　（略）
	２　前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければなら２　前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければなら
	ない。
	一　（略）
	二　次条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
	三　法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政（新設）
	令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類
	四　個人である場合においては、その者の略歴を記載した書類及び政令（新設）
	で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類
	五　（略）
	六　法人である場合においては、直前一年の事業年度の貸借対照表及び（新設）
	損益計算書
	七　個人である場合においては、資産の状況を示す書面
	八　（略）四　（略）
	（宅地建物取引業者名簿）
	第八条　（略）第八条　（略）
	２　国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交２　国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交
	通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げ通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げ
	る事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者る事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者
	及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区
	域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなけ域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなけ
	ればならない。
	一　（略）
	二　第四条第一項各号（第五号を除く。）に掲げる事項
	（削る）
	/
	（削る）
	/
	（削る）
	（削る）
	/
	三　（略）
	四　第六十五条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分（新設）
	の年月日及び内容
	（削る）八　その他国土交通省令で定める事項
	（変更の届出）
	第九条　宅地建物取引業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げ第九条　宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる
	る事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めると事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるとこ
	ころにより、三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をそろにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は
	の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならな都道府県知事に届け出なければならない。
	い。
	２　第四条第二項（第一号、第六号及び第七号を除く。以下この項におい（新設）
	て同じ。）の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、既に国
	土交通大臣又は都道府県知事に提出されている同条第二項の書類の内容
	に変更がないときは、その添付を省略することができる。
	（宅地建物取引業者名簿等の閲覧）
	第十条　国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところ第十条　国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところ
	により、宅地建物取引業者名簿並びに第四条第二項第一号、同項第三号により、宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び前条の届出に係る
	から第五号まで（前条第二項において準用する場合を含む。）並びに第書類又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。
	四条第二項第六号及び第七号に掲げる書類（第七十八条の三第一項にお
	いて「特定書類」という。）又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなけ
	ればならない。
	（認可の基準等）
	第五十条の二の三　（略）第五十条の二の三　（略）
	２　（略）２　（略）
	３　国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をした場合には、遅滞な３　国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をした場合であつて、当
	く、その旨及び当該認可の年月日を、当該宅地建物取引業者が国土交通該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、
	大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
	する都道府県知事に、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受
	けたものであるときは当該都道府県知事に、それぞれ通知しなければな
	らない。
	（指示及び業務の停止）
	第六十五条　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許（第五十条の二第六十五条　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許（第五十条の二
	第一項の認可を含む。次項において同じ。）を受けた宅地建物取引業者第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。）を受け
	が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定た宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律
	住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成十九年法律第六十の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平
	六号。以下この条において「履行確保法」という。）第十一条第一項若成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。
	しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項若しくは履）第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五
	行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項条第一項若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行
	若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二
	場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をするこ項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、
	とができる。
	一～四　（略）一～四　（略）
	２～４　（略）２～４　（略）
	（監督処分の公告等）
	第七十条　（略）第七十条　（略）
	２　国土交通大臣は、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十七条の２　国土交通大臣は、第六十五条第二項の規定による処分（第五十条の二
	二第一項若しくは第二項の規定による処分をした場合には、遅滞なく、第一項の認可に係る処分に限る。）又は第六十七条の二第一項若しくは
	当該処分の年月日及び内容（同条第一項又は第二項の規定による処分を第二項の規定による処分をした場合であつて、当該認可宅地建物取引業
	した場合にあつては、その旨）を、当該宅地建物取引業者が国土交通大者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨
	臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄すを当該都道府県知事に通知しなければならない。
	る都道府県知事に、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受け
	たものであるときは当該都道府県知事に、それぞれ通知しなければなら
	ない。
	３　都道府県知事は、第六十五条第三項又は第四項の規定による処分をし３　都道府県知事は、第六十五条第三項又は第四項の規定による処分をし
	たときは、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容を、当該宅地建物取引たときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣
	業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物
	告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたもので取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の
	あるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。都道府県知事に通知しなければならない。
	４　国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、（新設）
	当該処分の年月日及び内容を当該宅地建物取引業者の主たる事務所の所
	在地を管轄する都道府県知事（当該報告をした都道府県知事を除く。）
	に通知しなければならない。
	５　（略）４　（略）
	（都道府県知事への免許等に関する情報の提供）
	第七十八条の三　国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号第七十八条の三　国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号
	に定める事項及び当該各号に掲げる場合において第四条第一項の免許申に定める書類の写しを、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の
	請書又は第九条第一項の届出書に添付された特定書類の写しを、遅滞な所在地を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。
	く、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
	に提供しなければならない。
	一　第三条第一項の免許をした場合　その免許を受けた宅地建物取引業一　第三条第一項の免許をした場合　第四条第一項の免許申請書及び同
	者に関する第八条第二項各号に掲げる事項
	二　第九条第一項の届出書を受理した場合　当該届出書に記載された事二　第九条の規定による届出を受理した場合　当該届出に係る書類
	項（第四条第一項第五号に掲げる事項を除く。）
	２　（略）２　（略）
	/
	○　公有地の拡大の推進に関する法律（昭和四十七年法律第六十六号）（抄）（第九条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　（傍線部分は改正部分）
	○　学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）（抄）（附則第九条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（傍線部分は改正部分）
	○　住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）（抄）（附則第十条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（傍線部分は改正部分）
	改　　正　　案現　　　　　行
	別表第一（第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、第三十別表第一（第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、第三十
	条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十二、第三十条の四条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十二、第三十条の四
	十四の十三関係）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	（略）（略）（略）（略）
	/
	別表第二（第三十条の十、第三十条の四十四の三関係）
	/
	提供を受ける通知都
	道府県又は附票通知
	都道府県の区域内の事　　　　　　　　　務
	市町村の市町村長そ市町村の市町村長そ
	の他の執行機関の他の執行機関
	/
	（略）（略）（略）（略）
	/
	五の十二　市町村長母子保健法による同法第九条の二第一項の相五の十二　市町村長母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）
	談、同条第二項の支援、同法第十条の保健指による同法第九条の二第一項の相談、同条第
	導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは二項の支援、同法第十条の保健指導、同法第
	第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若十一条、第十七条第一項若しくは第十九条第
	しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若一項の訪問指導、同法第十二条若しくは第十
	しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項三条の健康診査、同法第十五条若しくは第十
	の母子健康手帳の交付、同法第十七条の二第八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康
	一項の産後ケア事業の実施、同法第二十条第手帳の交付、同法第二十条第一項の養育医療
	一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要の給付若しくは養育医療に要する費用の支給
	する費用の支給、同法第二十一条の四第一項、同法第二十一条の四第一項の費用の徴収又
	の費用の徴収又は同法第二十二条第一項のこは同法第二十二条第一項のこども家庭センタ
	ども家庭センターの事業の実施に関する事務ーの事業の実施に関する事務であつて総務省
	であつて総務省令で定めるもの令で定めるもの
	/
	（略）（略）（略）（略）
	/
	別表第四（第三十条の十二、第三十条の四十四の五関係）別表第四（第三十条の十二、第三十条の四十四の五関係）
	/
	提供を受ける通知都
	道府県及び附票通知
	都道府県以外の都道事　　　　　　　　　務
	府県の区域内の市町府県の区域内の市町
	村の市町村長その他村の市町村長その他
	の執行機関の執行機関
	/
	（略）（略）（略）（略）
	/
	四の十二　市町村長母子保健法による同法第九条の二第一項の相四の十二　市町村長母子保健法による同法第九条の二第一項の相
	談、同条第二項の支援、同法第十条の保健指談、同条第二項の支援、同法第十条の保健指
	導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは
	第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若
	しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若
	しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項
	の母子健康手帳の交付、同法第十七条の二第の母子健康手帳の交付、同法第二十条第一項
	一項の産後ケア事業の実施、同法第二十条第の養育医療の給付若しくは養育医療に要する
	一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要費用の支給、同法第二十一条の四第一項の費
	する費用の支給、同法第二十一条の四第一項用の徴収又は同法第二十二条第一項のこども
	の費用の徴収又は同法第二十二条第一項のこ家庭センターの事業の実施に関する事務であ
	ども家庭センターの事業の実施に関する事務つて総務省令で定めるもの
	であつて総務省令で定めるもの
	/
	（略）（略）（略）（略）
	/
	/
	○　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）（抄）（附則第十一条関係）　　　　（傍線部分は改正部分）
	○　長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成二十年法律第八十七号）（抄）（附則第十二条関係）　　　　　　　　　　　（傍線部分は改正部分）
	○　都市の低炭素化の促進に関する法律（平成二十四年法律第八十四号）（抄）（附則第十三条関係）　　　　　　　　　　　　（傍線部分は改正部分）
	○　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）（抄）（附則第十四条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	/
	○　建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成二十七年法律第五十三号）（抄）（附則第十五条関係）　　　　　（傍線部分は改正部分）
	○　脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十九号）（抄）　　　

